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(1)事 業 名 :「動 面 霧 鴫 認 嚇 講速道路黎卸熱閃馳 都柵 醍 撲

(2)沿  革 :1966年 (Ml)7月 全線高架方式の「都市計画決定」→住民が反対運動

1970年 (S45)10月 轍 臣の時

1999年 011)12月  東京都知事、地下化案を基本として取り組むと表明

2CD7年α19)4月 地下方式に変更する「都市計画変更決定」

③  事業内容 :

区間 関越自動車道大泉JCT～中央自動車道中央JCT～東名高速道路東名 JCT(約
16.2 kmpの高速自動車道路 0車線の本線道路 2本 (4工D)

場所 東京都練馬区、杉並区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、世田谷区の住宅地(道

路下ではなしつの地下40m以深のいわゆる「大深度地下」に設置

工法 シール ドマシンにより非開削で本線 トンネル 催確率菫 6m)を建設

構造 本線 トンネルと上記各JCT及び東京都道 5号新宿青梅線繹葬静寝勤等とを連結す

る地上部及び地下部の連絡路 (ランプウェイ)、 インターチェンジ等を建設

④ 事業者 :国鐵 大臣 (国)・………………適嚇鍵物の般 を担当

東日本高速道路閉 佃XЮ東日刺 …FD―中央の道路設備工事担当

中日,特義躍魏紛 lNEXCO中 日,村 …・中妊 東名σ堤鋭殺備Im_当

CNEXCO=旧 日本道路公個)

1兆 4000億円 (地中拡幅工事変更による増額分休 0は含まずゝ )

2014年 3月 26日～2021年 3月 31日 瞬疎脚ンヒ
゜
ックまで1碕 0「断念」(18た/27)

① 2014年にD3月
"日

国土交通大E―-3者 大深度地下使用認可(法 16菊

② 2014年 lH26)3月 13日 国動 臣→国鐵 大臣 都市計際 の承認

③ 2014年 KH26)3月 13日 東京都騨幹バ麒∞東・中日本 縮 囀 可

④ 2015年 CH27)6月 26日 国土交通大臣→国土交通大臣 都市計中 の承認

⑤ 2015年飽 7)6月 26日 疎蒙諦纏→潤0東 。中日本 都市計画事業変更の認可

(8)請求の趣旨と理由

i 鰤 瑚 認可 (上認)の 購獅鶴許 取消し

億法 29条劇り、翻 違憲 儲障計画義り、認理郵犠

五 都市計画事業承認・認可 (上記②③)の無効確認・取消し

159事 業 費

161工事期間

(つ  

“



承認・認

…

翻障蔚画法61条 1号 脚 間の適列島 要編自動

事業承認認可手続違反 (都市計画法60条違反、アセスの制

澁 都市計崚 承認・認可 (上認Ⅸ動 の無効確認。取消し

承認・認

…

徳鎌尉画法63条、朝 61条 1号 槻間の口期蜘 要編自動

(9 聰

2017年 12月 18日提訴、東京師 29年 (ケ砂)第 572号

2019年 5月 14日 第5回口頭弁論

(10裁判所・担当部・裁判長

棘 地難騨第 38部合議A2係 繊判隈 :谷口豊→朝

2 メ蓼閣費湛
`淵

理要と問題点

(1) 「大深度地下

―

に関する制 喘騎載亀 中 の制定及び施行の過程

1995年傷7)11月 鴨縦訣解獲地下利用詢墾鈍 設置

1998年0105月 27日 同雛緊ゃ曜沖」

→はじめに 「

壼聾金登。」

所有権  「大深度地下に土地所有権が及んでいないとは言えなし、」

「地下の利用の利益は深くなればなるほど薄くなる」

「公益性を有する事業による利用を土地所有権に優先させても私有財産制度

を侵害する程度が低い空間である」

補償の要否「Xll用が通常行われない」空間であるから彎則翅ま実質的になし可ので、「補

償は不要であると推定される」。

「例外的ながらも損失が生じる場合には補償がなされるべきであるJ

2000年佃12)3月 10日 法案第147国会(通常国会)に提出

2000年 012)5月 26駒糞払 同月 26日公布佃羽t12`科雄鰺387う

2∞1年但13)4月 1醐敵子

(2)立        を新設する都市計画法改正

2000年012)3月 15日 、都前 11条に3項として「立体的都市訥野観麹 を追加す

る「都市計画法およ        を改正する― 」提出.

2000年 lH12)5月 12日成立 19日公布 (平成 12銅知 梯 73号)

2001年α13)5月 18日施行

都市計画法 11条 3項

「道路、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適

正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は

空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。



この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲

からの離隔距離のA―/1ヽ限度及び載荷重の最大限度 (当該離隔距離|しぶじて定めるものを

含れ )を定めることができる。」

O 大深度地下の定義 (法 2`縛

1 -の 地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定

める深さ (地表から40m:施行令 1菊

2 当該地下の使用をしようとする地点において通常の
―

の基礎ぐいを支持することが

できる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さに政令で定める距離を加え

た深さ

ω 頬 諄 業 怯 4菊

1道路法による道路に関する事業

4 鉄道事業法第 7条第 1項に規定する鉄道事業者が刊檄窮穂勲司ぶずる畔 の用にけ

る滋愛懃こ1対する蝶

6 軌道法による軌道の用に供する施設に関する事業

7～10 電気通信事業法、電気事業法、ガス事業法、水道法、        、下水道法によ

る般 に酎 る裂

12前各事 こ掲げる事業のは力ヽ 土地脚明法第3条各号に掲げるものに関する―
は都市計

画法の規定により土地を使用することができる都市計画事業のうち、大深度地下を使用す

る必要があるものとして政令で定めるもの

O卸 雌 ―
囃 l謝 翻 蝉 鏃 5条 6条

法5条 :「大深度地下の同明に当たつては、その特性にかんがな 安全の確保及び環境の

保全に特に配慮しなければならなし、」

法6条 1項 :「国は、大深度地下の公知瑚幽調に関する基本方針 似下「基本方針」とい

う。)を定めなければならなしЧ

同条2項 :「基本斌詢 においては、次に掲げる事項を定める。

一 大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項

二 大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項
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四 前三号に掲げるもののほか、大深度地下の公共的使用に関する重要事項

⑥ 大深度地下使用認可の要件 (法 16菊

申請に係る事業が次の一ないし七のすべてに該当すること。

一 事業が第4条各号に掲げるものであること。

二 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること。

三 事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものであること。

四 事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。



五                   。

六 事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地に通常の
―

が建築さ

れてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力を有するもので

あること。

七 事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要となると

き,よ その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること。

0駄 解獲地下申 に関する-0「 」 ●001年G1104月 3日閣議期む

Ⅲ ヨ建擦獅樹な 環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項

2興懃期全

「地下水位 。水圧の低下、地盤沈下等」を「特に配慮すべき報

駆レの施設毎に詳細な調査分析を行い、計画、設計、施工、供用・維持の各段階で

環境対策を検討していくことが必要である。」

「地下水の取水障害や地盤沈下の影響が出ないよう」に、「地下水位 。水圧低下の原

因となる施設内への漏水に対して止水性 (水密性)の向上を図る等の対応が必要」

「慎重に施工を行う必要がある」

卿 設置により、地下水の流動に影響を与え、環境問題となるおそれのある場合

には、シミュレーションを行う等事前に対策を行う必要がある」

臓 の施工時に大量の土砂を掘削した場合、地盤の緩み等が生じ地上、影響を及ぼ

す可能性もあるため、地盤を変形・変位させないような慎重な施工を行うことが必

要である」等と明記

③ 駄課獲地下の公麹瑚則黎こおける環舅釧疑銀繰 る勧  個交省、2004年 0102月 3日 )

第 3章 暖簑鯵粽栓のための間動

大深度地下の使用にあたっては、「施設の施工や、供用後の施設ヽの地下水の漏水及

び複数帯水層の連続化等により、事業区域及びその周辺におぃて地下水位 :水圧の低下

が生じ、井戸の取水障害や湧水の枯渇、地盤沈下が発生する可能性がある。」

聯 の設置により地下水の流動が阻害されるため、事業区域及びその周辺において地

下水位・水圧の変化が生じ、井戸の取水障害や湧水の枯渇、地盤沈下、 他の地下施設

への漏水等が発生する可能性がある。」

服 の施工時に、大量の土砂をullした場合、周辺地盤の変位等が生じ、地上今影響

を及ぼす可能性がある。」

199使用の認可の効果 鮨認5菊 併̈ 構 わ 麟 不 要 撫 閥

認可の告示の日に、事業者は、当該告示に係う埜星の期間中事業区域を使用する権利を

塾得し、当該事業区域に係る土地に関するその他の権利は、認可事業者による事業区域の

使用を妨|ス 又は当該告示に係る施設若しくは工作物の耐力及び事業区域の位置からみて

認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。



(10補償 e37条 1巧D…所存者l球村
~る

榊 し (無翻聞

32条第 1項 (事業区域の明渡しに伴う損失の機 に規定する損失のほ力、第 25条の

規定による権利の行使の制限によつて具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者

は、第 21条第 1項の規定による告示の日から1年以内に限り、認可事業者に対し、その損

失の補償を請求することができる。

* 憲法29条 3項の ι翻陶 とは 1完全な翻知 。大深度法には、この意味での「欄

の規定は無しヽ

本規定lよ 補償を制限 J附 るものし具体的な損失が生したときは「補償Jすると

師 るが、これ1韻害貯 あつて、憲法 29条 3項の rm」 ではなし、

しかも、告示の日から1年以内では損失の発生を担握することはできなし、事後の補

償も排除するもの。

3 シールドマシンによるトンネ′瑚酷引こよる地上への影響

(1)剛 ll剣卸 稲

2018年 5月 中旬以降本件 トンネル掘削工事に使用した空気が地表の野川水面に気泡と

して漏出した。本件気泡が、本件事業における「地下のトンネルエ事の掘削箇所から、圧

縮された空気がわずかな地面の隙間を通じて出ているものと考えられなることは、事業者

自ら認めている

それは地下40m以深の大深度地下醐 された空気が地表まで地中の空隙等を通つて

上昇していること、また逆に地表から地下40m以深の大深度地下まで地中の空隙等を通

つて水が下降する可能性があることを示しており、さらに抑 下におけるトンネル掘

削箇所において出水や土砂崩れが発生し、トンネルが崩落する危険性、それが地表に影響

し、地面の陥没や地盤沈下が生じ、地表の土地や建物の所有者ないし唇住者に損害を被ら

せる「おそれ があることを示している。

12)シール ドマシンの振動

住宅地の地下の掘進を開始した途端に、振動被害の訴えが続出している。シール ドマシ

ン直上だけでなく、家屋調査範囲外の剛 ||の対岸からも。震度 2から3程度の揺れや、ド

ーン、ドーンという下から響く音が2時間以上続いたなれ

これらの、振動被害は、睡眠障害などの精神的身体的苦痛や建物損傷を起こし,シール

貯 シン周辺の地盤の緩みを助長させ、将来の陥没の原因となる空洞を誘発、拡大させる

可能性がある。

13)地盤沈下、陥没の可能性

① 岡山県倉敷市のシァル ドトンネル張壊・水没事故

2012年 lH24)2月 7日 、岡山県倉敷市において鹿島建設株式会社中国支店が施工してい

たシール ドトンネルにおいて発生したトンネル内壁の損壊・水没により作業員 5名が蕩



死するという事如 溌 亀

首都高速中央環状品川線の地下抽幅部における出水事故

2012年 KH24)8月 下旬、「南副 |1換気所」において換気所の建物とシァル ドトンネルと

を地中で連結する避難路を非開削で施工していたところ、出水対策として行われた凍土

工事の影響でシール ドトンネルに対する土圧が異常に増加し、 トンネル本体が崩壊に瀕

するとい)靭蜘
～
盤担

同年 9月 22日 、パイプルーフ・NATM併用工法により非開削で地中拡幅工事が行わ

れていた「五反田出入口」の工事部においてトンネル内の出水事故と中 に「幅 3

m程度、長さ5m程度、深さ3m程度」の陥没が生ずるという事故が発亀

首都高速道路横浜北線の 場 出入口」建設工事による地盤沈下の発生

2015年 tH27)1月 以降 周辺地域に腐範囲に地盤沈下が発生し、地表の建物と道路と

の間1曜鐵勧 で`きたり、」R横浜線の擁壁に亀裂が入るなど地上の建築物等に被害が生

じている。地盤沈下発生場所は、上記地中拡幅工事の現場から約 400m南方の横浜市神

奈川区内の地域で、上記工事中の2015年 盤 7)1月 頃から地盤沈下の発生が確認され、

2017年に動 4月時点では百数十メートル四方にわたって最大 13.7cm沈下が生じた

事業主体である首都高速会社も、上記地盤沈下が「馬場出入口」の工事に伴い当該地

域の地下水位が低下したことによつて発生したものと認めている。

福岡市営地下鉄における地中拡幅工事による出水・道路陥没事故

2016年 lH28)11月 8日早朝、福岡市営地下鉄七限線延伸工事の「博多駅工闊 におけ

る地下トンネル掘削工事中に、大規模な地下水漏出・地上道路陥没事故が発亀

当該地下 トンネ/L/m削は、非開削で地中を掘削しながらトンネルの壁面と周囲を補強

する「NATM工法」により行われていたものであって、都市部での地下トンネル掘削

工事における出水・地上陥没事敬が、地表部の都市施設および人々の生活に極めて甚大

な被害を及ぼすことが明らかになつた

4 住宅地の地下にトンネルを掘削することの危険性

本事業は、中 の地下に大規模な道路 トンネルを非開肖1工法で掘削して設置するもの

であるところ、シール ドエ法であつても工事中及び工事後のトンネルの崩落事敬や トンネル上

及びその周辺での地表の陥没や大規模な地盤沈下の危険性があり、パイプルーフエ法やNAT
M工法では、その危険性は一層高し、

さらに、本事業で想定されている地中拡幅部の工事は、これまでに施工例がなく、事業者自

ら「世界最大級の翻向 「世界最大級難工事」と言うほど、工法そのものが確立しておらず、そ

れゆえ危険性の予測さえも全くできない状況である。

したがつて、本事業は、本来事業承認できるまでの内実を有していないものであり、本件承

認及び認可|ま いずれも違法である。

②

③

④


